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第1. 募集の概要 

1. 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故で未曾有の被害にあった本町に

おいて、一日も早い復興と町民の生活再建を果たすには人材面での支援が不可欠であ

るため、復興支援員設置要綱(令和4年10月19日告示第50号)に基づき、令和６年度に大

熊町復興支援員(以下「支援員」という。)を委嘱する。本募集は、その中で令和６年

度に委嘱する復興支援員を研修として受け入れる事業者を募集するものとする。 

2. 支援員は大熊町が委嘱し、一般社団法人おおくままちづくり公社（以下、「公社」とい

う。）が復興支援員業務受託者として事務局を担い、支援員の採用や管理、事業者との

調整などを実施する。 

第2. 事業の目的 

1. 本事業 

(1) 本事業は、大熊町において活動する事業者に対して支援員を研修として配置する

ことで、復興にとどまらず、新たな事業の創出や地域の課題解決、活性化に資す

る事業が創出されることを目的とします。 

第3. 対象事業者 

以下両方を満たすこと 

1. 日本国内に登記をしており、活動の拠点を大熊町に置く事業者であること。 

2. 支援員の受入を行い、町の復興につながる、新たな事業の創出や地域の課題解決、活

性化に資する事業を行う事業者であること。 

第4. 応募内容 

1. 受入事業者は下記の３つの点を満たすプロジェクトを作成の上、応募書類に記載し提

出すること。 

(1) 単なる人員不足の補填ではないこと。 

(2) 町が復興に取り組む中で地域の課題解決や活性化につながるプロジェクトである

こと。 

(3) 復興支援員制度の趣旨に沿った活動内容であること。 

第5. 応募要件 

1. 次の全ての要件を満たしている必要がある。 

(1) 事業者側担当者が支援員及び事務局と密に連携をとれること。 

(2) プロジェクト内の同一経費に対して他の国や自治体等からの補助金等が入ってい

ないこと。 

(3) 公租公課を完納していること。 

(4) 次のすべてに該当しない者。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定 （一般

競争入札に参加させないことができる事由など）に該当する者。 次の申し立

てがなされている者。 

イ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産

手続開始の申立てを行った者。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始の

申立てを行った者。 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開

始の申立てを行った者。 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第１項第２号の規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成

員でなくなった日から５年を経過しない者が経営、運営に関係している事業

者。 

2. その他参考要件 

(1) 復興支援員業務への協力 

ア 支援員の活動の様子等について、SNS等での情報発信に協力できること。 

イ 月次、四半期、年度末、その他に実施される支援員の会合等への出席に際し、

事業者側では時間を確保し、出席させること。また依頼があった場合、事業



者側からも担当者が出席できるようにすること。 

ウ 復興支援員制度の趣旨を理解し、支援員の自社内外との円滑な関係構築を支

援できること。 

エ 大熊町、事務局及び支援員等本事業の関係者とは真摯にコミュニケーション

をとり、本事業に誠心誠意取り組むこと。 

(2) その他 

ア 支援員の受入に当たり、事業者の責めに帰すべき事由がない場合（異常気

象・悪天 候・水害・地震などを含む天災地変、疫病・感染症、公衆衛生リス

ク、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキなど）を除き、受け入れた支援員

が1年間の任期を全うできるよう受入体制を組成、実行を行うこと。 

イ 支援員の人材の採用においては事務局である公社が行うが、事業者について

も最大限の求人採用活動へ協力を行うこと。 

ウ 採用活動の結果、令和６年１２月３１日（火）までに内定者を確保できない

場合は、今年度の採用は見送る可能性があることを了承できること。 

エ 事業期間中でも、事業内容に変更がある場合は双方協議の上変更する場合が

あることを了承でき、最悪の場合事業期間中でも事業中止となる可能性があ

ることを了承できること。 

第6. 契約に関する事項 

1. 大熊町が支援員を委嘱する。 

2. 公社が支援員を雇用し、事業者の業務へ研修させる。 

3. 支援員への報酬は「大熊町復興支援員設置要綱」に基づき公社が支給する。 

4. 事業期間は最長1年間とし、年度末で終了とする。また、継続については審査を行う。 

5. その他、支援員の受入事業者は、事務局である公社と協定書を交わす。（参考資料参照） 

第7. 受入事業者の募集スケジュール 

1. 募集期間 

(1) 令和６年５月１日（水）〜令和６年５月３１日（金） 

2. 質問受付期間 （※質問票を使用すること） 

(1) 令和６年５月１日（水）〜令和６年５月１０日（金） 

3. 質問回答 

(1) 令和６年５月２０日（月）頃 

4. 受入事業者の決定/通知 

(1) 令和６年６月中旬に決定/通知 

第8. 復興支援員採用スケジュール（参考） 

1. 復興支援員募集開始 

(1) 令和６年６月末日頃 

2. 復興支援員採用決定  

(1) 令和６年８月末日頃 

3. 復興支援員の勤務開始 

(1) 令和６年１０月１日（火） 

第9. 応募書類の提出 

1. 留意事項 

(1) 受入を希望する事業者は、提出書類を作成の上、提出期限までに提出するものと

する。 応募方法は、電子メールによるデータでの資料提出とする。FAXや持ち込

み等による応募は受け付けないため、予め了承のこと。 

2. 応募締切 

(1) 令和６年５月３１日(木) １６：００必着  

3. 提出先 

(1) 電子メール送信先：ijuteiju@okuma-machizukuri.or.jp  

(2) 電子メール件名：【大熊町復興支援員受入事業者応募の件】●●● 

※●●●には事業者名を記入すること 

mailto:ijuteiju@okuma-machizukuri.or.jp


第10. 受入事業者の選定 

1. 受入事業者の選定は、書類審査及び必要に応じて面談審査を通じて審査委員会により

選定を行う。 

2. 選定結果については、当該事業者にその旨を通知する。 

3. 審査内容については非公開とし、以下の審査基準に沿って、公平かつ客観的に評価し、

受入事業者を選定する。 

第11. 審査基準 

1. プロジェクト 

(1) プロジェクトの内容が大熊町復興支援員設置要綱(令和4年10月）第4条に準じてい

るか。 

(2) 町が復興に取り組む中で地域の課題解決や活性化につながるプロジェクトである

か。 

(3) そのプロジェクトが現実的かつ効果的か。 

(4) 継続性のあるプロジェクトであり、事業終了後も見据えたプロジェクトになって

いるか。 

2. 制度理解と協業体制 

(1) プロジェクト遂行可能な事業実績があるか。 

(2) 制度の趣旨、仕組みを理解し、教育体制を充実させるなど支援員の受け入れ体制

を用意し、町や事務局と協業の体制を構築できるか。 

第12. 募集要綱 

1. 令和６年度大熊町復興支援員受入事業者の募集要綱 

第13. 参考資料 

1. 大熊町復興支援員設置要綱(令和4年10月） 

2. 復興支援員の取り扱いに関する協定書 

3. 復興支援員の待遇、採用フロー 

4. 質問表 

第14. 提出物・提出書類 

1. 応募申請書 

2. 応募申請書_別紙 

※加えて応募用紙補助書類（任意書式）の提出も可とする。 

3. 暴力団排除に関する誓約書 

4. 履歴事項証全部証明書（登記簿謄本）（発行から３ヶ月以内） 

第15. お問い合わせ先 

1. 一般社団法人おおくままちづくり公社 

2. 〒979-1308 福島県双葉郡大熊町大字下野上字清水307-1 

3. TEL:0240-23-7101 

4. 電子メール：ijuteiju@okuma-machizukuri.or.jp 

※但し、本募集に関しての問い合わせはメールにて実施すること。 

 

 

以上 


